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米
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度
の
新
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第
六
號‘

.

1
1

國

立

龈

行

，が

從

來
.

の

龈

行

法

規‘！

2

於
て
、許
可
せ
ら
れ
ざ

b

し
方
面
に
營
業
を

®

張
し
、爲
め
に 

米
國
に

’

銀
行
制
度
の
新
型
を
生
せ
ん
ビ
し
つ
、
あ

■

る
事
情
を
論
述
す
可
し
。

'

聯
邦
举
備
金
：法
の
：目
的
せ
す
着
所
は

_

備
金
錐
籽

R

出
資
.
し
れ
名
諸

_

行
.
を

出

資

：
銀

.
；行

と
 

し
て
、其
營
業
を
或
る
程
度
ま
で
統

】

す
る
ビ
，共
に
、其
間
に

.
_連
絡
を
通
す

.

る
の

】

事
.

に
存
し
、此 

目
的
を
達
す
る

.爲
め
に
は
、或
る
場
合
，

y

銀
行
.

の
有
す
、る
資
力

Q

t ,

同
‘

を
期
し
、隨
て
此
制
度
の 

下
，に
於
て
は
、

一

の
銀
行
は
他
の
銀
行
の
援
助
を
受
け
て
、其

.
資
：產
を
流
動
せ
：

1>

め
、以
て
債

*

潘 

に
對
す
る
支
拂
を
全

-

う
.

し
、從
來

0

如
く
恐
條
の
場
合
に

‘

於
て
は
勿
論
、金
融
の
緊
縮
に
際
し
て
、
 

動
も
す
れ
ば
銀
行
が
現
金
の
支
狒
を
停
止
し
、或
は
恐

®

を
激
成
し
、或
は
.恐
條
を
誘
致
し
た
る 

弊
害
は
自

k

抑
.

制
^

&

'

な
.

Hf
-

w

.

0 .
遒
15

;
故

固

ょ

b

從
來
の
制
度
に
：於
て
は
、#
備
傘
市
並
に 

中
央
準
備
金
市
の
規
定
あ
う
て
'鈒
行
は
支
拂
準
備
金
の
一
部
分
を

‘

自
&

,

金
庫
內
に
所
*
す
る 

と
共
に
、他
の
一
部
^
を
準
赃
金
布
_

は
中
央
準
備
金
市
の
錶
盱
に
預
入
る
、
を
.得
る
の
規
定 

あ
う
、諸
銀
行
亦
此
规
定
ぞ

.

利
麻
し
で
破
備
-金
市
並
に
中
央
準
備

.

金
市

の
0

行
を
.

準
備
金
保
有 

銀
^
た
ら
し
め
た
る
を
以
て

.

聯
‘

邦
準
備
金
法
の
.實
施
ど
共
に
、是
等
の

：

銀
行
に
預
入
れ
れ
る
準
ノ 

備
金
を
聯
郝
準
備
金
銀
行
に

‘

移
^ '

こ
ビ
^

一必
®

t

^

,1

方べ
^

(

法
，律
は

」
出
資
：銀
行
.が
離
備
金
龈

行
は
預
入
夺

V

を
得
'
る
.

離
備
金
の
割
合
を

' 

1_箩
し
て

»

で
'

準
備
金
の
秦
中
を
促

.

さ
.ん
キ
し
た 

り
。何
故
に
聯
邦
準
備
金

^

は
：從
來
の

h

國
.

立
.

銀
行
.

制
、藤
に

：M
 

t

存
.

在
し
' 

た
る
*
備
金
集
中
の
方 

法
を
改
廢
し

"

聯
邦
準
備
金

'

銀
行
に
之
を

•
集
中
せ
し
む

’

各

.

こた
る

.

.が
。」

0

來
の
㈣

ff
i

に
於
て
は
、國
立
銀
行
央
準
備
命
市
、

^

備
金
市
腺
に
準
■

.
金
市
以

外

に
所 

*

す
る

S

の
H

輝
に
區
別

.

し
、貴

1
.
1
'替
に
就

^ ,

は
、預
金
に

»

す
る
ニ

'
割
：五
.

分
、後
灌
に
緣
で
は
、
 

預
金
に
對
す
る

T

割
五
分
を
以
で
、準
備
金
の
法
定

.

率
ん
し
、

f
.

方
に
.

準
備
金
市
所
花
©
銀
行
は 

準
備
金
の
一

.

半
を
中
央
準
備
余
市

0 :

錁
行
に
、
#

僩
佘
巿
以
外
の
坶
方
に
於
け
：る

.

銀
«

は
.準
僩 

金
の
芄
分

~

の
H

を
.

中
央
準
備
金
市
又
は
準
備
金
市
の

■

«

に
獠
入

’

る
\

.

ぞ
得
4

1

>

し
.

れ
.

1
 

是
れ
國
立
銀
行
創
立
以

S

地
の
銀
：行
：於

'

內
國
像

#

0;
;

便
：宜
を
得
る
爲
咖
、他
の
地
方
殊
.に
商 

業
繁
昌

Q
:

麻

方
の
銀
行

.

に
支
挪
準

« '

金
の

.一
部
を
滇
入
る
ぐ

.
の
：慣
例
：を
認
め

.

.：た
る
も
の
，に
し

.

. 

て
、上
記

.
苒
預
入
に
關
す

.

る
法
眾

« :
•

の、如
き

^

氧
断
に

-

ぬ
れ
た

.

る」

も
0 ;

姣
據
り
、他
巍
行
に

预 

入
n

ら
る
.

V

預
金
.

は
當
然

.

要
求
次

0 .

取
立
で

.

得
.

&

な
V

.

の、理
由
を
場
セ
、銀
行

'

自
.ら
所
藏
.す
る 

現
金
i

同 

一
»

し
、艾
挪
维
備
金
.

に
0

算
す
.

る
.
^.
.
.
得
る
.'

J

と
、

し

,

hy 
i

»

’せ
ら
る
。故
に
立
法 

.
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»

意
：は
'
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：初

0

由
來
'

£
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考
ふ
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ど
き
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認

す
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る
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0
0 

.

四

の
經
M

に
徵
す
る
に

- ：
a

準
備
金
預
入
れ

®

方
法
の
行
は
、る
：

>

や
ボ
'
央
準
備

¥

.

市
の
銀
行
'じ 

,
 

し
て
他
の
地
方
の
銀
行

よ

A

擎
備
金

'
の
獱
入
れ
.を
受

く

る
$

き
は
、爲
め
に

0

業
±

に

種
々

の

利
益
を
收
む

.

.る
を
以
て
、準
備
金
の
豫
ズ
れ
を
慶
く
る
こ

ビ

を
.
競
爭
し
、殊
に
南
北
戰
爭
後
當
座 

貸
付
の
方
法
發
逯
し
、

^

央
準
備
金
市
殊
に
鱗
育
市
に
於
け
る
銀
行
は
株
式
.取
引
所
の
仲
買
人 

に
當
座
貸
付
金
を
爲
し
、隨
時
之
を
取
立
つ
る
を
得
る
が
故
に
、他
の
地
方
の
銀
行
よ
り
如
何
な 

,

'

•

'
 

る
巨
額
の
準
備
金
の
預
入
れ
を
受
け
、或
■る
职
合
に
其
取
立
に
接
す
る
も
、#
寅
人
に
融
通
し
た 

る
當
座
貸
付
金
を
间
收
す
る

^

き
は
、銀
行
に
對
す
る
拂
戾
に
就
て
衬
等
の
困
難
を
訴
ふ
る
こ 

S

な
し

W

し
、益
々
地
方
準
備
金

.

の
預
入
れ
を
受
く
る
こ
ど
に
努
力
し
た

h

。然
れ
ど
も
其
結
果 

を
考
ふ
レ
に
、平
時
に
於
て
.は
此
方
法
が
爲
め
に
、株
式
拫
攥
の
投
機
熱
を
大
な
ら
し
む
る
の
弊

, 

ぁ
る
ビ
共
に
、

一

旦
市
場

.

に
波
瀾
を
生
じ
、銀
行
が
株
式
仲
買
人
に
就
て
、當
座
贷

.

付
.金
を
囘
收
す

•
/
. 

» 

.

る
に
困
雛
を
覺
ゅ
る
に
至
れ
る
の

際
、地
方
の
銀
行
よ
ら
準
備
金
の
取
付
に
接
す
れ
ば
、紙
育
の 

銀
行
は
到
底
其

'
挪
戾
：に
應
ず
る
能
は
ず
。寧
備
金
の
渉
預
入
：れ
は
.要
す
る
に
預
入
れ
を
受
け
た 

る
.銀
行
が
之
を
營
業
上
最
も

.
流
動
性
を

^

す
る
方
面
に

.
遞
用
す
る
こ
ど
を
以
て
、唯
一
の
要
件

.
、

.

,

'

 

€

す
可
く

'

而
し
て
株
式
仲
買
；人

.
に
» .

ホ
る
當
座
貨
付

^

し
、て
、時
に
此
，要
件
に
缺
く
る
所
ぁ
る
，

：ヽ 

-

. 

.へ
'
.
; 

. 

•

I

m

に
於
て
は
、此
方
法
の
可
な
る
を
認
む
る
能
は
ざ
な
な

A

:

:

..,
v

:

/
 

:

;
.

聯
邦
準
備
金

?*
:

が
準
備
金
銀
行
以
外
の

.
銀
行
に
準
備
金

0.
.
|
.部
を
預
入
る

、

こ
と
を
禁

ih
' 

し
れ
る
は
、其
預
入
れ
の
：結
果
、準
備
金

0.
.

流
.
動
的
性
質
を

失

ぅ

こ

と

を

恐

れ

た

る

が

故

、
に
し
て
、
 

而
し
て
聯
邦
準
備
金
銀
行
に
預
入
る
、

.

こ
£

_

を
許
容
し
れ
が
は
、陳

銀

行

が

預

入

れ

を

受

.け
た 

る
他
銀
行
の
準
備
金
を
流
動
的
狀
態
に
維
持
す
る

.
、を
得
る
を
以
て
な
ぅ
。即
ち
同
法
の
第
十
九 

條
は
準
備
金
銀
行
に
出
資
し
れ
る
諸
銀
行
の
準
備
金
此
率
並
に
準
備

.
金
を
保
.有
す
ん
形
態
に 

就
て
、左
の
如
ぐ
媿

S

し
た
り

。

' 

:

準
備
金
市
又
，は
中
央
準
備
金
市
に
居
ら
ざ
る
出
資
銀
行
は
左
の

.

形
態
に
於
て
、當
座
窗
食

！

i
f

 

十
日
以
內

R

突
挪
は
る
可
き
總
て
の
預
金
を
含
む

)

に
對
し
て
一
ヾ
割
ニ
分
、定

斯

預
t

H

十
.
0 

以
後
に
皮
柳
は
る
可
き
總
て
の
預
金
並
に
支
拂
の
以
前
.に
三
十
日
以
上
の
通
知
を
要
す
る 

總
て
の
貯
蓄
金

•

預
金
®

書
を
含

O

H

對

し

，て
豇
分
の
支
拂
準
備
金
を
有
す
可
し
。

'
.

其
地
方
に
於
け
る
聯
邦
準
備
金
銀
行

m

立
後
H

十
.

六
箇
月
間
は
龈
行
自
身
の
金
庫
内
に 

+ •

一.
|
分
-

の
五
を
减
以
後
永
久
に
十
ニ
分
の
四
を
所
有
す

。

‘

準
備
金
銀
行
設
立
後
十

〗

1

筒
月
間
は
同
銀
行
，に
十

1

1

分
の
二
を
预
入
’れ
、其
，後
六
筒
月
侮

第
十
卷
，(

七
四
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銀
行
制
度
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.
僻
行
に
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預
A

、
れ
置
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,
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.
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,

'■.
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'
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'

準

備

金

銀

行

設

立

後
H

十

六

筒

月

間
*

備
金
の
：殘

額

ゆ

銀

行

自

身

の

金

庫

內

に
®

.
 

く
も
、
 

聯
邦
準
備
金
銀
行
に
预
入

る 
>

.

も
、或
は
現
行
法
の
規
定
ぢ
據

'

ぅ
、準

備

金

市

又

は

中
*

|

^

ノ

備
金
市
の
國
立
龈
行
に
預
入

る

、

も
、_
意
れ

る

可
し
。

.

右

三

十

六

箇

月

の

期

限

後

に

於

て

は

、銀

行

自

身

の

金

庫

內

杞

所

有

す

る

か

.、又

は

聯

邻

1
 

‘ 

V

i f

.金
銀

行

に

預

入

る

可

き

規

定

以

外

の

準

備

金

，は

金

庫

內

に

所

有

す

る

も

、聯

邦

準

®

金
 

銀

行

に

預

入

る

ゝ
も
、

« :
行

の

隨

葸

化

る

可

し

、

'

.

準
備
金
市
に
於
け
る
銀
行
は
犮

0

形
態
に
於
て
當
座
預
金
に
對
し
て
一
割
五
分
、定
期
預
金 

に
對
し
て
五
分
の
支
拂
準
備
金
を
所
有
す
可
し

。

. 

•

聯
_

^

儉
金
銀
行

^

立
後
三
十
六
筒
月
は
銀
行
自
身
の
金
厳
內
に
十
五
分
の
六

' 

を
、其

0 

後
は
.

十
3£

分
の
五
を
永
久
に
所
有
す

。
:

:

,

準
傰
金

0

行
設
立
後
十

a

箇
月
間
準
備
：金
銀
行
に
：十
®

分

の
3

を
預
入
れ
、其

後

六
®

月

,

每
に
十

」

*

分
の
，
一.
を
加
へ
、十

六
.
分
の
：五
に
達
し
れ
名
時
之
を
永
久
に
準
備
金
銀
行
に

«

.

-

.
 
* 

■ 

. 

: 

.

.

. 

■ 

■
 
■ 

.

.

.

.

取俯を'®*

入
れ
®

>

s

o 

.

'
準

備

金

銀

行-

•設

立

後

三

十

六

熾
月

間
準
，備
金
の
獲
額
は
銀
行
自
身
の
金

.
庫
內
K

置
'

く
も
、
 

唧
邦
準
備
金
銀
行
に
預
入
る

、

も
、或
は
現
行
法
の
規
定
に
據
り
、準
備
金
市
又
は
中
央
準 

、備
金

^

.

の
國
立
銀
行
に
預
入
る
、
も
隨
意
た
る
可
し
。

右
2

十
六
.
筒
月
の
期
限
後
に
於
て
は
、銀
行
自
身

0

金
庫
內

.
に
所
有
す

'

る
か
、又

.
は
■
邦
準 

.
備

金

，銀

行'に
預

入

.る

可

き

規

定

以

外

の

準

備

金
.
は

金

庫

內

に

所

有

す

.る
も
聯
邦
準
備
金 

銀

行

に

预

入

る

、
も
、銀
：行
の
'
隨
意
'
れ
る
可
し
。

：
 

S 

•

中
央
準
備
金
市
に
於
け
る

.

銀
.
衍
‘

は
犮
の

.
形
態
に
於
て
、當

«

預
金
.に
對
し
て

J

割
八
分
、定
期 

預
.
'金
に
對
し
て
五
分
の
支
拂
準
備
金

.を
所
有
す
可
し
。

：.
”
.
.
.
.
；

'
銀
行
の
金
庫
內
に

.
十
八
分

.

の

，六

を

所

有

す

。

-

_

邦
.
準

備

余

餛

行
.
.に
十
八
.
分
：の
.
七
，を
預
.入
る
。
：
 

： 

'
,
/
、
；

、

準
備
金

.
の
"

殘
額
.
は
金
庫
內
に
所
有
す
：る
も
、準
備
金
飯
行

\ ^

預
.
久
„

も
、銀

«

の
隨
'寧
仅

--

る
：可
し

.0

.

.

-

:

.

.

.

•.
、
'

'

.
 

: 

.
- 

-

聯
邦
準
，備
金
举
行
は
右
銀
行

.ょ

.
&

傘
備
金
挪
込
の

‘
際
、其
命
额
を
限
り
、第
十
四
條
に
规
定

锘
十
锫

c

七四九

)

綺

E

来
國
銀
行
制
度
め
新
瘦

 

纸
六
總

.
> 

.七
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'戈篇
窃
：>■
す

畓

它
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®

第
六
號

•
 

、

#

'^

れ
^

^

濟
業
：薄
形

^

し
：て

(

商
*

^

の
趣
引

^

莽
ひ
て
發

'

生
'

し
、期

.
限
：九.十
日
以
內
に 

し
-:
T

£

.

名
以
上
の
鍇
名
を
有
す
る
も
の

)

裹
書
あ
ぅ
、引
受

'

あ
る
も
の
を
收
受
す
る
を
得
。

即
ち
_

邦
隼
備

^

祛

' 0

霖
瘁
ド
於
吖
は
、準

備

金

銀

行

の

紙

織

^

^

に

出

資

し

た

る

靜

銀

ザ 

t

準
備
金

.

.0
^

顧「
を
«

惭
金
銀

#

に
移
し
、
5«

に
，
-

年
の
終
り
に
於
て
、定
額
を
移
し

3 5

後
漸
次 

每
半
年
を
期
し
て

: *

預
入
れ
、を
行
ひ

.

三
年

の

0

に
於
て
全
部

.

の
預
入
を
了
す
る
次
第
に
し
て
、
 

斯

く

雜

備

余

を

準

備

金

銀

行
P

集
：中
し
、而
し
、て
準
備
金
銀
行
が
其
資
産
を
■流
動
的
狀
態
に
維 

持

，
す

る

以

.
上

は

諸

，
銀

行

は

準

：
備

.
金

銀

行

に

M

け

る

預
- A

れ
金
■

に
依
賴
し
て
、準

備
金

を
低
率
に 

遛

く
4

敢
：て
何
等
の
危
險
を
生
|

ず
る
こ
‘

ム
な
：し
>

し
、
出

資

銀

行

の

、
準

備

：金

比

率

を

國

立

龈

行
 

の
準
備
金
此
率
ょ
り
低
く
し
た
る
.所
以
‘

な

$
。今

0

る

法

定

準
#

金
0

の
，低
減
に
农
て
、出
資
銀 

行
力
如
.

何

な

，
る

程

；
度

：
ま

ぼ

市

®

に
.

對
す
る
資
金
の
.
.融
通
力
を
.
增
，進

す

^
を
得
る
や
を
窺
ぅ
に 

大
略
左
-

0

如
し
;0
.

:

.

'

' 

•

M 

育
/
,
:市
.

,

,

,

從

來

の

準

備

金
.

‘

-...、
：

• 

：： 

.
，
.
■
■'
.
 

>

— 

K

金

5

、ニ
五
H

、
五
九
五
、
四
三
五
卯
に
‘對
す
る
二
割
贫
分 

聯
.
邦
#

贩
金
凌
.

の
；要
ャ
る
準
備
僉

三
一l

l
r
H

九
八
、八
五
九
卵

當
座
預
金

.
;ニ
.四
九
、一
一
取
玉
、音
芄
ニ
卵

1-
對
す
芯
一
割
八
分 

.忠
期
預
金
四
、三
四
Q
二
八
，一

—-
:
'
.
卵
に
對
す
る
五

f

新
法
の
下
に
不
用
と
筇
o

tf
a

備
命 

y

か 
從

來

の

m 

0

金 

预
金
H

四
八
、三
〇
ニ
、一. 
一
 j

,
五̂

に
對
す
る
二
割
五
■分 

聯
邦
準
備
金
法
の
®
す
る
增
備
金

雄
预
金
三
四
at
i

七
.
.

〗

1

H

-

1九
卯
1-

對
す
^
ニ
割
八
分
，

箄
期
顼
金 
一

y

七
.

ニ
九
、七
九
六
卯
1;
-

對
す
る
五
分」

：

• 

>
. 

•

'

...

'

新
法
の
‘

下
1-

不
.

用
と
爲
る
_

備
如
.

^

ン!■
ト
，ル
年
ス

從

來

の

準

備

金
 

預
金
~.

〇
0

四
也
ニ
、左
三
八
畋
み
對
す
る
ニ
割
芄
分 

聯
邦
準
.
備
金
法
の
要
すV

準
備
，金
'
.つ
い
S
 

當
哗
预
金
九
四
'.一
 

四
八
、̂

一
A-

卯
t

u

對
す
るI

割
八
分 

洚
期
預
を
六
、

1
'1
.ニ

こ
、力
こ
0

卯
に
^:
す
る
玉
分

.

新
法
及
下
に
：.不
用
と
爲
る
增
備
金
：
.

第
十
傲
.

(

七
五〗

)

論

脫

米

.
國
，銀
行
制
度
0

新
犁

1
1

ニ
四
"

八
六
五
、九
ニ
七

_
_
!
ニ

七
、〇一

四 

ニ
ニ 
K

、〇
八
ニ
、九
四r

六
ニ
、
ニ
〇
三
、
〇

}
九

丨

一
三
六
、
四
九
〇 

丄
ハ
ニ
、
3
.
三
九
、
五
〇
九

1

六
、
九
六
四
、
七
六
九

_

_

_.

三r

一
、
一
 

四
六

!

七
、二
七
五
、九1

M

第
六
號

八
八
、三i
33

.、九一

八

八
七

>
〇
七
3£

%
五

卯

ニ
四
、
七
三
六
、
〇
二

1
1

二 K
T
1
1

七
"
九
〇
九

七
、
八
四

J

、
汍
九
四 

九
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十
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一
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論
-

說
米
國
銀
行
制
度
、の新
塑

' 

他
の
準
備
金
市

' 

丨
 

從
來
の
ホ
備
金

■

預
金

一、

九
六
五
、三
八
ニ
、〇
九
八
卵
に
對
す
る
ニ
割
五
分 

聯
邦
離
備
金
法
の
要
す
る
準
備
を
： 

”

. 

當
‘臌
取
金
- 

一.c

〇

1、
九
六
、
六
、
六
、五
六
卵
|:
對
す
る 

逛
期
预
金
六
コ
3

一
 

四
、四i
n

i

wl-
.
對
す
る
，五
分

新
法
の
下

U

■不
用
と
爲
る
準
備
金 

哨
備
.

金
市
外
の

it
l

i

方 

從
來
の
準
備
金 

預
金
三
、力
こ
五
、
一
5E
L

八
起
セ
、六
卯
に
對
マ
る
一
割
五
分 

聯
邦
準
僩
金
法
め
奥
す
る
準
備
、金
，

當
座
現
金

3

>
 f

六
ニ
、四
三
5

一
九
一
卵
、卜對
す
る
一
割
二
分 

.

忠
涮
预
金
四
六

H
:

七
ニ
六
'
八
茧
卯
に
對
彳
る
五
牙

新
法
の
下
に
不
用
と
爲
ろ
準
備
金

合

' 

計 

從
來
の
法
律
の
袈
す

i
準
餾
佥

第
六
號

割
芄
分
二
八
五
、
ニ
允
四
、九
九
八

H

、
一
七
〇
、
七
ニ
ニ 

ニ
八
八
、四
六
五
、七
ヒ
〇

三
七
九
、
四
九
i

八
七
五

二
三
、

一
1
1
1

六
、
三o
九 

n

〇
ニ
、
六
二
八
、

聯
邦
职
備
金
，法
の

©
す

o

四
九
！'1
1四
五
、
ニ
七
六

二
〇
ニ
、
八
七
九
、
五

S

五

五
四
三
、
七
七
H

、
七
七
一

m
備
金

四
一
、
！
四
豇
"
玉
八
七

，
四
六
〇
、
七

1
i

、
三
四
五 

九
九
五
、七
九
ニ
、
二
六
九

■
不
用
と
.
.爲
■
名
堪
備
金
，
：

' 

て

べ

"
 

.四
六
西
、
九

i

九
、
〇
七
六 

上
表
は
+'

九
苜
十
四
年
九〗

月
'十
二
日e

國
立
亂
行
输
合
1:
:

塞
备
、千
九
-a*
.十
四
牟
度
氣
货
齓
督
.
官
年
報
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:揭
げ
ら
れ
れ

p
i 

f 

同
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告
書
三

1

ー炱
-
參
照
>

.

.

:

:

:

- 

:

'

.

■

:

.

:
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,

故
に
'

聯
邦
傘
備
金
法
の
全
國
銀
标

*

備
金
に
及
ぼ
す
效
果
を
考
釦
る
に
、

(

1)

法
定
の
_
備
金 

率
を
減
却
し
、

(

a

準
備
金
，は
銀
行

a :
# :

の
.
.金
庫
•

內
に
：歡
く
炉
、又
は
準
佩
^

0

行
に
.

預
入
れ
し
め
、
 

而
し
て
準
備

'

金
.

鈒
行
に
於
け
る
笟
入
金
は
瓶
槳
蒂
形
を
同
銀
行
に
就
で
苒
割
钋
す
る

.

.こ
€ 
R
 

依
で
.

調
達
せ
し
め
、

(

三)

他
.
の
勝

0 
_

行
：に
'

於
け
る
豫
金
殘
高
を
準
佩
金

.
に

針

算

す

る

の»;
可

を 

撤
去
す
る
吹
諸
亂
に
存
す
る
こ
ぢ
明
白
な
り
。

.

o

”

.ぐ
' 

: 

,

:

聯
邦
準
備
金
銀
行
が

» '

資
き
龈
狩
に
依
で

f

部
の
準
働
叙
怒
預
記

.
嫌

ら
れ
、準
備
金
を
集
中 

す
る

- ®

位
に
立
つ
以
上
_
、準
備
金
銀
霞
出

®

-'

銀
行
⑶

# :

業
上

0
0

 ̂

•
ふ
も
は
當
然
の
結 

果
に
し
て
、而
し
て
之
を
敗
ふ
る
龙

-

法
$

し
て
認
か
ら
れ
，た
な
ば
、商

.
業
平
形
の
與
割
引
な

k

即 

ち
準
備
金
銀
行
は
手
形
再
割
引
を
以
兮
、其
重
要
な
名
瞥
業
科

fl

ど
.

し
、3
2

資
，銀
行
の
爲
め
に
、手 

形
を
苒
割
引
し
、以
て
後
潜
の
資
力
を
豐
富
な
も
し
，め
ん
ヒ

t

M

b

再
割
引
に
關
聯
し
て
、

一

镏

錄
十
猞

(

七
蛋

)

論
說
來
國
銀
行
制
度
打
辦
戥
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新
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笫

六

骑

j 

一
 J

の
問
題

W

梦
る
は
手
形

 

>

 

坪
日
に
至
り
て
、支
拂
.

は

る

、
や
否
.
や

の

事

實
'
是
'

れ
.

な
，CN。

資
金
.，の
融 

通
を
必
要

$

す
る
銀
行
ゆ

*

形
を
準
備
叙
銀
行
ゆ
再
割
引

.
に
彬
し

¥

備
资
龈
行
が
斯
日
に
.至 

ぅ
て
手
形

0 :

支
挪
人
に
就
て
支
拂
化
請
求
す
：る
に
當
り
、支
挪
人

« :

果
し
•

 

^

0

を
行
ふ
の
寶 

方
を
有
す
る
や
否
や
。此
點

.

に
就
て
系
形
办
克
挪
ぞ
硫
賢
な
ら
し
ひ
る
に
は
、手
形
の
選
擇
を
备 

要
ビ
す
る
は
勿
論
に
し

' T

、聯
邦
準
懈
金
法
は
再
割
引
手
形
の
資
格

 

'を
定
む
る
目
的
を
以
て
其 

第
十
三
條
第
ニ
項
以
下
紀
左
の
規
定
を
設
け
た
ぅ
。

準
備
金
：銀

行

は

出

資

銀

.行

の

驀

鲁

を

經

た

.る
ビ
き
は
、實

際

の

商

業

取

引

ょ
6

生
じ
た
る
字 

形
を
割
引

1

る
を
.

得
。實
歡
の
ま
■
取
引
ょ
り
生

.

じ
た
‘
毛
形
ミ
は
へ
農

X

商
業
上
の

0

ぬ
を 

以
て
振
出
さ
れ
、手
形
代
金
が
是
等
の
目
晚
に
供
期
せ
ら
が

V

も
0:

に
し
て
、
»

^

準
備
金

—

 

は
手
形
の

.

性
質
.
を
決
定

.

す
る
機
能
を
有

.す
。此
規
定
は
軍
要
農
潘
物
、他
の
貨
物
、商
品
に
伖
て 

»
保
せ
ら
る

S

手
贩
^.
;

再
割
引

0 .
..目

阶

物

匕

し

て

排

斥

す

る

も

の

に

非

ず

ビ
_

も
、
一
方
に 

.

資
本
.放
下
の
，目
的
を
以
て
、又

」

は
合
衆
國
政
府
以
外
の
證
券
を
賣
買
す
る
目
的
を
以
て
、振
出 

.さ
れ
.

た
、る
宇
形
は
當

.
然
•
右
の
'
,定
翁
に

.
該
.

當
^

ざ
4

も
.

の
.
，ビ
.

す
9

本
#

の
規
定
に
據
て
、剑
引
せ 

ら

る

率

‘
勝
は
.
.割
'

引
の
當
日
に
於
て
、期
限
九
十
日
以
內
の
も
の
た
る
可
し
？傲

6

:

綠
攀

'̂の

0 '
的 
<を
以
て
振
出
さ

.

れ
、
家
畜
の
へ
取
.

51
に
基
く
手
形
に
し

:̂

、期
.
限
六
.麵

月

以

內

の

手

.形
は
傘 

1

金
銀
行
の
資
本
金
に
對
す
る
或

•:
•

%

割
合
を
限
令
、割
引
，せ
.

ら
る
可
ぐ
、其
割
合
は
聯
邦
準
備

- 

'
金
局
に
於
て
、

£

全
決
-

定
す
。：
ノ

 

：
.
;;y

■

-

#

邦
準
備
金
銀
行
は
貨
物
の
輸
出
入
に
基
く
手
形

^

し
て
、割
引
當
日
に
於

'て
滿
期
に
至
る 

:

ま
で

三
箇

月

以
内
を
期
限

V
J

し
、且
つ
一
箇
以
上
の
準
備
金
銀
行
、の
襄
書
あ
る
も
の
を
割
引 

.

す
る
を
得
べ
く
、其
割
引
高
は
一
の
期
日
に
於
て
、再
割
引
の
行
は
る
、
鈒
行
の
拂
込
資
本
金 

並
に
稹
立
金
の
苹
額
を
超
過
す
可
か
ら
ず

。

.

後
日
準
備
金
局
は
前
記
の
規
定
を

.

承
け
て
、苒
割
引
手
形
の
性

.

«

を」

定
し
.農
工
商
業
に
於 

て

v

了
ま
れ

.

^

る
I

物
の
賣
却
を
甚
礎

^

す
る
實
際
の

®

命
あ
.

る
取
' 

弓
ょ
^N

.

生
.

じ

れ

る

す

^

れ 

な
こ
ビ
を
公
示
し
れ
り
。此
定
義
に
し
.て
嚴
袼
に
遵
奉
せ

&'

れ
ん
炉
'再
割
引
手
形
の
流
動
的
性 

質
を
有
す
る

.
や
論
を
俟
た
ず
。今
手
膠
再
割
引
の
行
は
れ
れ
る
，場
合

k

.

聯
邦
準
備
金

.

銀
行
の

.

營
. 

業
に
及
ぼ
す
關
係
を
考
ふ
る
に
出
資
銀

•

行
に
於
て
腕
に
手
形
を
檢
案
し
，て
、割
引
、し
お
る
も
の
，
 

な
る
に

、
®

に
準
備
金
銀
行
に
.再
割
引
を
求
む
る
の
際
、出
資
銀
行
自

:?
>

-

襄
.
書
を
爲
し
。準
.備
金
銀 

行
に
對
し
て

*

任
を
負
ぅ
上
に
、準
備
金

.

銀
行
は
出
資
銀
行
ょ

_ 

P
支
狒
準
備

.
金
.

の
一
.
.部
を
記

?

第

十

卷(

七
玉
五

)

.

論
.

m
.
米
_

銀
行
.

制
度
の
新
翅
.
. 

0

^

0

【

H
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,' 於’:〜 ’™ r-J ；■- '~ で̂ ，ゥ，卜'̂r**切̂ ¥功̂

热
十
潘
•
、

(

-

p

k
六)

■論

.
脱

■
米
_

銀
.
行
.
制
.
度
：
の

新

.，駿

ノ

. 

培
六
^

〕

^

_

ら
れ
又
出
資

.

龈
行
を
し
て
準
備
金

.
銀
行
•の
資
本
佥
を

g

_

出
せ
し
め
れ
る
が
故
に
、普
通
の
飯

5

 

が
手
形
を
割
引
し
た

る

も

の

ビ
比
較
し
て
、準
備
金
銀
行
の
竽
形
苒
割
引

.
に
は
三
重

0

;保
議
の 

付
せ
’

ら
れ
た

4

を
見
る
可
し
。斯

く

準

備

金

銀

行

の

營

業

の

目

的

物

..に
對
ず
る
保
酸
の
厚
き
以 

上
は
準
備
金
鈒
行
は
營
業
上
に
危
險
を
感
す
る
こ
ビ
少
な
く
、其
少
な

-&

,だ
け
、金
刺
步
合
を

&

 

. 

廉
な
ら

-

し
む
る
を
得
る
道
理
に
し
て
、開
業

.
以
來
十
日
以

.
內
'
に
滿
期

S

爲
：る
手
形
に
對
し
て
到 

引
步
合
を
三
分

0

低
き
.
に
.

攛
き
れ
る
記
錄
を
存
ず
る
所
以
な

.
b

。。

.

聯
邦
準
備
金
.法
は
準
備
金
翁
行
を
し
で
出
資
銀
行
の
爲
め
に
手
形
の
苒
割
引
を
行
は
し
む 

.

る
こ

ビ

を
重
な
る
營
業

^

す
る
.

ビ
共
に
、他
の
一
方
に
於
て
は
、同
法
第
十
四
粢

.
を
以
て
、所
謂
公 

開
市
場
取
引

(
o
p
e
n
-
m
a
r
k
e
t

 

c
p
e
r
a
t
i
o
s
)

な
る
も
の
を
許
容
し

^

り
。即

^

&

開
市
昜
仅
引
こ

^

て
■
 

は
內
外
國
の
市
場
に
於
て

*

內
外
國
の
銀
行
、會
社
文
は
箇
人
ぐ

」

金
貨
：金
地
金
を
寶
買

し

、又
は
之 

を
擔
保

V
J

し
で
贷
付
金
を
爲
し
、

ft

外
國
■に
於
て
合
衆
國
政
府
又
は
地
方
政
§

治
體
の
發
行 

す
る
期
限
六
筒
月
以
闶

.
の
手
形
證
券
を
賣
買
し
、電
信
爲
替
、銀
行
引
受
芋
形
に
し
て
準
備
金
法 

に
於
で
苒
割
引
す
る
を
得
る
も
の
を
公
開
市
場
に
於
て
賣
買
す
る
.を
得
る
こ
ど
を
認
め
允
る 

力
故
に
準
備
金
銀
行
に
し
て
.公
開
市
湯
取
引
を
行
は
ん
か
、市
場
は
於
け
る

.

活

動

の

’
雜

圍

を
^

な
ら
.

し
む
.

る
は

0

，を
俟
た
ず
。或
は
準
備
金
銀

•«■
:
に
し
ズ
専

.
ら
手
.
形
.
の
#

:

割
引
に
依

V
、

出
資
餵 

行
に
營
檠
上
の
助
力
を
致
.ざ
し
め
ん
ビ
す

る

办

0
« ;

ょ
.ぅ

S -

ふ
ヾ

。

.き

ば
、前
記

0

公
開
市
場
取 

引
は
如
上
の
趣
意
に
反

.
す
る
が
如
し

^

雖
も
、公

.
開
#

瘍
.
取
引
，の
立

'案..

せ
&■

れ

P
る
'は
犬
體
に 

於
て
ニ

®

の
理
由
に
基
け

.
る
も
の
な
彡
。第

:

5

備
金

,0.0

の
賢
梦
豐
富
な
る

0

に
、出
資
鍬
行 

.
1

筒
の
事
情
ょ

’

手
形
を
準
備
'金
銀
行
に
齎
し
て
、其
苒
割
引
を
泶
が
•ざ

〜

る
こ
ど
あ
ら
ん
か
、準 

備
金
銀
行
は
公
開
市
場
取
引
を
行
ひ

.
て
、出
資
銀
行
以
外
の
銀
行
を
援
助
し
、併
せ
て
營
業
資
金 

.
の
利
殖
を
謀
る
を
得
ベ
く
、第
ニ
準
備
金
銀
行
，は
出
資
銀
行
ぐ
し
取
引
を
爲
、ず
に
當
り
、之
を

 

一
0 

の
機
關

5

認
め
、以
て
金
利
步
合
に
於
け
る
衣
當
の
變
動

を

，避
く
S

:

共
，に
、確
實
な
る
步
合
を 

維
持
す
る
に
勉
む

.V
J

雖
も
、此
事
れ

る

、

| |

割
引
‘
の
取
引
：の
み
を
以
て
し
て
は
^

を
®

す
る
こ
ミ 

雛
く
、爯
.割
引
步
合
を
有
效
な
.

♦

し
め
、再
割
引
步

.
合
を
し
て
市
場
に
行
は
る
、

1
’

般
の
利
率
れ 

ら
し
め
ん

V」

す
る
に
は
、準
備
金
銀
行
が

'

自
ち
公
開
市
場
に
於

\

て
'其
定
め
た
，る
利
率
を
以
て
手 

形
を
賣
買
す
る
を

.
必
要
<

 

し
、之
を
爲
し
て
、準
備
余
銀
行
の
市

® :
.に
供
給

.

す
る
.

資
金
.

の
S

富
^

 

名
士
き
に

^

利
步
合
は
準
備
金
銀
行
に
依
て
決
定
せ
ら
，る

V

に
至
.
.な
：可
し
。但
し
新
制
度
組
織 

以
來

米
國
の
金
融
は
槪
し
て
緩
漫
に
、し
で
、金
利
步
合
低
廉
な
る
を
以
て

'
、準
備
佥
»
行
を
し
て

-

笫十
^

(

七五七

)

論
脱
米
國
鑷
行
制
度
の
新
製
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エ
ハ
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笫
屮
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論

m

米
國
飯
行
制
度
の
新
勘

 

•樊

魷

こ

、
 

，

以
洫
の
許
盡
を
賓
行
せ

^

む
’
る
に
至
ネ
变
準
備
金
局
は

^
^

女
公
表
せ

,
1

'

方
f

準
備
金
銀
行
代
向
つ
て
、細

.
則
を
待
た
ず
し
て
、自

ti
l

R

'

此

，取

引

を

：

« -
.

ふ
.
^.
:

得
る
こ
ビ
を
通
吿
む
た
る
に
拘
は
ら
ず
、依
然
實
行
せ
ら
れ
！

て
公
開

.
市
場
取
引
の
效
果
如

. 

何
は
他
日
に
至

&

ざ
れ
ば

.
之

を

判

斷

す

る

能

は

ざ

る

が

如

し

。

聯
邦
準
備
金
法
の
規
定
中
、從
來
の
銀
行
制
度
に
對
し
て
、銀
行

.

の
新
典
梨
を
爲
し
、通

貨
I

 

'0

改

革

を

促

す

，に
足
^

は
、準
備
金
銀
，行

の

小

切

手

鸾

換

並

に

取

立

を

行

ふ

0 
5

是
れ
I

 

準
備
佥

▲

第
十
，
.

四
條
S

備
金
' 

銀
行
が
出
資

0
0
 

0
 

f

 

/
に
、手

形

交

換

の

職

務

に

當

る

こ

V」

‘
規
足
ナ
る
ヵ
元
來
準
備
金
法
は
出
資
諸

_

行
を
し
て
準
備
金

'
銀
行
に
就
て
手
.形
の
再
劍 

弓
を
求
め

'

其
代
金
を
难
備
佥
銀
行
に

'

於
S

:

預
金
に
振
替

へ

し

め

、斯
る
預
金
.は
出
資
銀
行
の 

支
拂
準
備
金
に

I

す
る
こ
ど
を
許
可
し
れ
り
。故

R

同 

一.
«

備
金
M

域
內
に
於
け
る

一

出
資 

飯
行
が
他
の

S

銀
行
宛
小
切
手
を
取
引
先
ょ

i

故
る
？

は
、之
を
準
備
金
銀

“

了
に
i

 

¥

自
行
の
难
備
金
に

.
S

す
る
k

.

共
に
、準
儆
金
銀

f

 

■小
切
手

0

:

振
宛
？

れ
た
^
銀
行 

7 0
は

を

小

切

S

の
金
額
だ
け
除
却
し
て
、以
て
簡
摩
に
小
切
手
を
寒
決

f

る
疼

至
"

が
.

"

S

聯
邦
難
備
余
法
が
出
資
馨

I

鑛
準
備
金
を

5

1

金
f

 

I

f

 

I

.

.

.

:

.

.

r
、

•

.

>

,

-
 

.

V

の
銀
行
に
於
け
る
殘
高
は
之
を
準
備
金
に

ft

算
す
る
こ

V
J

を
：禁
止
す
る
の
规
定
を
設
ぐ
る
や
、

準

備

金

'
に

し

て
.

旣
R

準
備
金
銀
行
に
移
さ
る

 

>

以
上
は
，小
切
手
取
立
の
業
務
も
亦
當
然
準
備

‘ 

金
鈒
行
に
移
さ
れ
ざ
る
可
か
ら
ず
、又
斯
の
如
く
し
て
小
切
手
取
立
に
伴
ぅ

*

用
を
節
約
す
る 

の
意
見
行
は
れ
た

9

。而

し

て

聯

邦

準

備

金

局

の

駔

織

せ

.ら

る

、
や
、力

V

ナ
ス
ダ
チ
ー
並
に
セ 

ン
ト
ル
ィ
ス
の
兩
準
備
金
銀
行
は
出
資
銀
行
宛
小
切
手
の
交
換
に
就
で
、許
可
を
求
め
來
り
、其 

許
可
を
得
て

'

直
に
之
を
實
行
し
、爾
後
漸
を
以
て
、他
に
及
ぶ
に
至
れ
シ
。

 

- 

H
!

聯
邦
準
備
金

'

法
が
米
國
諸
銀
行
の
營
業
を
或
る
程
度
ま
で
統

一

し
、其
形
態
を

一

定
の
標
準 

に
律
せ
し
む
る
の
傾
向
あ
る
は
論
を
俟
た
ず
。而
し
て
斯
る
統

1

は
從
來
最
も
亂
雜
を
極
め
れ 

る
米
國
全
體
の
金
利
步
合
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
：可
き

.

か
。從
來
米
國
に
於
け
る
割
引
步 

合
の
狀
況
を
見
る
に
、少
數
の
大
銀
行
殊
に
紐
育
並
に
他

0:

大
都

#:
に
所
在
す
る
銀
行
は
取
別 

先
の
爲
め
に
、割
引
業
務
を
行

5

こ
ビ
に
勉
め
、自
ら
傘
備
金

■

保
有
.
銀
行
.
g

し
そ
®
銀
行
の
支
柳 

準
備
金
を
吸
收
し
、準
備
金
の
集
中
に
依

.

て
、自
行
の
：餐

力

を

增

進

し
.

把
り
。現
^

細

育

の

1

銀
：行 

が
全
國
に
亘
つ
て
六
千
以
上
の
コ
レ
ス
。ホ
ン
デ

ゾ

ト
を
有
せ
る
の

」

事
を
以
て
典
一
斑
を
知 

妨
十
卷

(

七五九

)

論
.
說
来
國
銀
行
制
度
の
氣
型
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論
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國
銀
行
制
度
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新
型

'

笫
穴
魏

_

一八
 

る
に
足
る
可
し
。斯
る
狀
態
に
於
て
は
、大
都
會
の
銀
行
於
金
融
の
緩
漫
に
際
し
て
、諸
歡
行

ょ

b

 

吸
收
し
た
る
資
佥
を
運
用
す
る
爲
め
に
、過
度

0

金
利
引
下
を
行
ひ
、

f

方
に
皮

*,
.
の
場
合
に
は
、
 

預
金
れ
る
準
備
金
の
取
付
に
接
し

て

、

金
利
歩
合
を
引
上
げ

、
#

郝
に
飢
高
下
を
生
じ
れ
る
こ
匕 

怪

む
，に

足
ら
す
。然

る

に

#
邦
準
備
金
制
度
成
立

.
の
後
に
は
、

銀

行

は

其

昕

有

す

る

手

形

.を
準
備 

金
龈
朽
に
傲
供
し
て
#
割
引
を
求
む
る
を
得

.
る

ど
共
に
、準
備
拿

«

行
は
.

每
.

週

'再

割

引

步

合

を
 

公

表

し
H

資

諸

銀

行

に

向

つ

.て
此
率
を
以
て
興
割
引
の
請
求
，に

應

ず

る
が

故

^
、準
備
拿
銀
行 

の
所
在
す
る
：地
域
に
於
て
は
權
備
金
銀
行
の
決
定
す

.
る
.再
割
引
步
合
は
自
ら
一
地
域
に
於
け
，
 

る
金
利
の
標
準
れ
る
可
し
。即
ち
餵
行
は
一
定
の
資
格
を
有
し
、條
件
を
備
へ
た
る
手
形
を
準
備 

金
銀
行
に
齋
す
ビ
き
は
、如
做
な
る
步
合
を
以
て
、；冉
割

?1

を
受
.く
る
や
、豫
め
之
を
知
る
を
得
べ 

く
而
し
て
大

^

に
於
て

^

與
#

弓
步
合
が
從
來
行
は
れ
れ

.

，る
^ :

合
に
此
較
し
て
、低
步
な
る
こ 

ど
も
疑
を
容
る
可
か

&

す
。

■

,

然
ら
ば
•出
資
銀
行
が
準
備
金
銀
行
ょ
り
低
廉
〃
に
し
て
、豕
確
實
な
る
利
率
を

«

て
寶
金
の
融 

通
を
受
く
る
は
、出
資
龈
行
の
取
引
先
に
對
す
る
利
率
を
低
減
せ
し
む
る

0

途
た
る
を
得
る
か
。
 

思
ふ
'
に
飯
行

§

取
引
先
に
し

- t

銀
'行
は

'一，S
の
利
率
を
以
て
、手
形
を

®

割
引
す
.る
を
得
る
こ

ノ
レ
.を
知
な
以

Jb
.
は
、銀
:

行
に
：割
引
を
求

7

む
ぢ
'

に
#

七
、其
利
率
：を
超
鐵
：ず
る
高
利
.を
負
擔
す
る
を 

好
ま
ざ
る
可
く
、

_

て
聯
邦
準
備
金
法
に
於
て
®
割
引
に
付
す
る
資
格
の
認
め
令
れ
た
る
手
形 

を
所
有
す
る
者
は
銀
行
に
就
て
割
引
を
求
む
る
に
當
り
、準
備
金
銀
行

0

公
定
す
る
.步
奋
に
若 

干
の
手
數
料
を
如
へ
た
る
步
合
を
以
て
、資
金
の
融
通
を
仰
ぐ
を

#

ベ
く
、
K

に
或
る
準
備
金
銀 

行
の
如
き
、̂
挪
準
備
金
豐
富

R
し

て
、資
金

0
運
用
に
急
な
り
し
結
果
、準
備
金
銀
行
の
公
庳
率 

以

下

，の

步

ゝ

合

を

以

て

、
割

引

の

請
求
.
に
應
じ
た
る
の
、事
例
わ

P

ビ
云
ふ

。

.

‘

合
衆
國
の
通
貨
制
度
は
從
來
幾
多
の
變
遯
を
經

.る
の
間
に
、次
第
に
紛
更
を

®

ね
、
®

貨
の
褪 

類
徒
に
多
く
し
て
、其
流
通

.上
の
資
格
を
異
に
し

#.
縮
自
在
の
作
用
ぁ
る
も
の
を
缺

S

れ
P

O

0
 

ち
'通
貨
の
種
類
を
擧
ぐ
れ
：ば
、

(
一
-)

合
衆
國
紙
幣

(

法
貨

)
(

一0
0

頓
國
庫
，內
に
所
，在
す
る
金
貨
を
代 

表
す
る
金
證
券
、

(

三)

同
上

.銀
貨
を
代
表
す
る
銀
證
券
、

(

四)

華
.聖
頓
國
庫
：又
は
支
金
庫
內
に
所
在
す 

る
合
衆
國
紙
幣
を
代
表
す

.る
羅
貨

»

券
、(

五)

金
貨

(

法
：貨

)(

六)

銀
弗
食
法
貨

)(

七)

補
助

0
貨(

五
弗
を 

限
b

法
货

)(

八)

有
制
限
法
貨
れ
る
小
貨
幣

(

九)

國
立
銀
.行
紙
幣
等
■に
しV

、

是
等
通
貨
の
內
、國
立
龈 

行
紙
幣
を
除
き
、他
は
辱
造
に

0

す
る

地
拿
を
造

#

局

.に
輸
納
す
る
に
非
ざ

.れ
ば
、之

%
瑜
加
せ 

し
む
る
傩
は

t

0

立
銀
行
紙
幣
は
國
庫
に
公
債
を
預
託
し

a

つ
五
分
の
、兌
換
*
金
を
预
入
る

.

ル
十
怨

(

七
六一

)

•

論

說

•

米
國
銀
行
制
度
の
新
塱

 

,

笫
六
號
、

„ 
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館
十
怨

(

七，六ニ

)

：

.

.

米
.
國
銀
：行制
度

.

0

_

型
. 

第六號
1

‘ 

P
O

 

、
こ

>
J

に
依
て
、之
を
膨
脹
せ
し
む
る
を
得
る
が
如
し
ビ
亂
も
、尙
ほ
公
偾
の
現
花
高

_

 

0

金
の 

擔

保

？

し

.て

使

用

せ

ら

れ

、
又

は

：
一

般

の

放

資

，
に
：
充

^
,
ら

公

債

の

多

：
寒

等

に

依

で

、
紙

幣

發
 

行
の
.

擔
保
に
，供
せ
_&る
、
高
に
制
限
を
蒙

'

ら
'

ぎ
る
#

得

：ず

議

：外
：_

の

經

驗

並

^

銀
.

行

一

般

の

、 

原
則
ょ

i

K

 

i

レ

き
は
、紙
幣
に
對
す
る
保

.

證'
V

預
'

金
に
.

*

す
^
^
^ ̂

に

區

'
別

を 

設
く
る
の
必

K

な
く
、確
實

.
な

.る

短

期

の■商
業
手
形
は
雨
者
の
保

.®

に

：供

用

サ&

る

、

を

得

べ 

し
。然
る
に
米
國
に
は
紙
幣
®.保
證
れ
る
商
業
手
形
の

S

せ
る
一
方
に
、從
來
國
立
銀
行
を
し 

て
紙
幣
の
保
證
に
充
つ
る

.

爲
め
に
、公
慎
を
買
入
れ
し
め
な
が
ら
、遽
に
其
紙
幣
を
銷
却
せ
し
む 

る
は
聊
か
公
正
を
缺
く
の
嫌
あ

る

ど
の
爲
め
に
、全
.然
華
礎
の
異
な
れ
る
紙
龄
を
發
行
す
る
方 

法
を
實
行
す
る
に
囷
難
を
生
じ
聯
邦
準
備
金
法
制
定

.

に
際
し
て

.
も

.

亦
此
難
.間
題
を
解
決
せ
ざ 

る
可
か
ら
ざ
る
こ
ビ
、
爲
れ
り
。聯
邦
雜

.

備
金
法
の
原
案
に
於
て
は
、從
來
の
公
債
を
償
還
し
、贺 

に
三
分
利
付
の
新
公
債
を
發
行
し
、此
借
換
許
畫
の
進
行
す
る
に
隨
て
、國
立
銀
行
紙
幣
を

0
却 

す
る
の
規
定
を
設

け

、又
再
割
引
の

.
目
的
物
た
る
を
得
る
商
業
：手
形
を
保
證

：

ビ
し
て
、擊
備
金
銀 

行
を
し
て
紙
幣
を
發
行
せ
し
む
る
の
規
定
を

®

き
：.
た
れ
ど

.
も
、議
會
は
之

.

に
種
々
の
菡

1£
を
财 

へ
、結
局
.合
衆
國
の
.
貴
任
を
以
て
、

»

邦
準
備
余
紙

#

を
.
.發
：行
、し

.
、叉
.
梢
：備

.
金

鍊

行

：を

し

て

，

.

每
年

ニ

入-

■
:

.

. 

' 

. 

• 

' 

.

.

.

.

.

.
• 

. , 

. 

5 

.
1 

.

. 

/
, 

• 

- 

• 

:
 
V
 
■
.

 

. 

. 

• 

. 

-

.•

. 

. 

»

I

千
五
百
萬
弗
を
超
過
せ
ざ
.る
程
度
に
於

V
、

出
資
.
銀
行
-

の
所
有
す
，
^.

ニ
分
利

#

公
偾
を
質
入
れ 

ノ
 

し
め
、之
を
擔
保
ビ
し
て
、聯
邦
準
備
金
銀
行
紙
幣

^

發
行
せ

^

む
、る
こ

>

し
、
し
れ

9

。故
に
聯
邦 

準
策
金

^

こ
^

て
i

、1!
邦
準
_
金
紙
幣

.
(
F
e
d
e
r
a
r
R
e
s
e
r
v
e

 

N
o
t
e
s
}

並
^

聯

邦

準

備

.金
銀
行
紙
髂 

■

(
F
e
d
e
r
a
l

 

R
e
s
e
r
v
e

 

B
a
n
k

 

N
o
t
e
s
)

を
a

貨
の
種
類
に
加
.ふ
る
も
の
^
し
て
、«
裁
は
再

# ]

引
の
資
格
ぁ 

る
商
業
手
形
を
以
て
擔
保
ビ
し
、後
者
は
出
資
银
行
ょ

b

購
入
す
る

i
4

分
•

利
#
公
債
又
は
準
備 

' 

‘

金
龈
行
の
所
有
す
る
他
の
公
債
を
以
て
擔
保

V」

す
。然
も
ニ
分
利
#
公
僙
は
漸
を
以
て
三
分
利 

付
公
債
に
引
換

.
へ
ら
れ
、而
し
て
三
分
利
公
債
も
亦
擔
保
物
た
る
資
格
を
喪
失
す
可
き
が
故
に 

年
度
の
經

' 

過
す
る
に
隨
ひ
、商
業
手
形
を
基
礎
ビ
す
る

.
聯
邦
準

.
備
金
.
，紙
幣

.

は
.準

備

金

鈒

行

の
_

.

求
に
依
て
發
行

せ

ら
れ
、國
立
銀
行
紙
幣
の
減
少
は
.伸
縮
自
在
な

%；
通
貨
を
以
て
補
充
す
る
に 

、
：
.：

'
 

0 

る
可
し

。

.

. 

.：
‘

一
，
へ

.

聯
邦
準
備
金

•

紙
幣
が
政
府
の
責
任
に
屬
す

.

.る

.

事
は
或

•

は
紙
幣
の
，發
：行

'に
政
府
を
干
興
せ
し 

む
る
に
栗
る
の
維
を
生
ず
る
が
如
し
ビ
雖

.
も
、紙
幣
の
發
行
を

8»
.

求
し
、又
.其
發
行
高
を
欲
定
す 

る
も
の
は
即
ち
：銀
行
に
し
て
、而
し
て
銀
行
を
し
て
之
を
請
求
_せ
し
む
る
.は
取
引
先
の

0

0

に 

J

對
し
七
融
通
を

.

仰
：G

程
度
^

外
な
.

ら
变
故

“

に
此
«

.

定
.
は
筒
人
を
し
て
農
工
商
業
上

‘

の
.取
引
を 

.

$
.
0
.
.(

七.
>,
>

5

ツ

論

ぐ

輯
--

米
'

_

銀
#
制
德
の
新
犁
ツ 

■ 

i

p

 

■ 

£



第

十

卷

(

七
六
四)

.

論

説

米

國

，
銳
行
制
度
の
新
，型

 

第

六

號

ニニ

甚
礎
ビ
し
、自
己

0:

僙
務
を
創
造
し
、地
：方

銀

行

^

し
て
之
：に

對

す

る

紙

幣

を

發

行
.

せ
：し
む
を
も 

の
.
に
.
相
當
し
筒
人
の
信
用
に
し
て
確
實
な
る
以

.
上

は

、
彼

等

；は

紙

幣

を

.
收
受
し
、準
備
金
«
行
は 

紙
幣
を
保

_

す
：る
に
金
貨
の
或
る
高
を
以
て
す
。聯
邦
準
備
金
法
は
此
保
辑
に
就
て
準
備
金
銀 

行
の
紙
幣
に
對
し
て
有
す
る
金
貨
の
高
を
四
割
し
、其
內
の
五
分
'は
國
庫
に
預
託
し
、他
の
三 

割
五
分
は

.
銀
行
自
身
の
金
扉
內
に
所
有
す
可
し
ビ
し
た
る
が
故
に
、銀
行
は
金
貨
の
ニ

 

S

半
に 

當
る
紙
幣
を
發
行
し
、其
流
通
上
の
安
全
を
維
持

^

W

匕
共
に
紙
幣
の
發
行
高
に
就
て
は
、金
貨 

準
備
に
劉
す
る
比
率

0.

外
に
、何
等
の
制
限
を
存
せ
ず
、社
曾
の
要

.
求
に
依
て
、自
由
に
伸
縮
す
る 

を
得
ベ
く

、
^

«

準
備
に
就
で
も

^

其
法
定
率
が
準
備

#

M

行

の

紙

幣

發

行

に

對

し

て

、®

か
す 

可
か
ら
ざ

.
る
制
限
た
る
こ

.

ビ
を
顧
慮
し
、準
備
金
法
，第
十

|

條
聯
邦
準
備
金
局
の
權
限
を
規
定 

し
れ
る
一
項
中
に
於
て

'

聯
邦
準
備
金
局

«'
-

準
備
金
銀
行
に
對
し
、準
備
金

.

規
定

(

紙
幣
並
に
預

_

 

に
對
す
る
準
備
金
を
總
稱
す

)

§
.

適
用
を
三
十

R

間
中
止
し
、更
に

S

ぁ

る

き
 

は
、十
五
日
間

中
止
し
，

1

方
に
其
濫
用
を
制

t

る
爲
め
，、故
定
事
.備

金

實̂

瞬

の
•
準
備
奪

«

の
.

差
額

(

即
ち
不
足

傘
備
金
の
額

)

に
對
し
て
離
稅

1>
¥

備
金
銀
行
は
此
稅
金
を
割
引
步
合
に
加

.

重
せ
.ざ
る
可
か
ら

ざ
"る
 

ニ
；：ビ
：
>

し
^

ケ
。ン 

.
‘ —

，

''
 
’

 

ノ 

.
 

. 

-
V

 

マ

I1|
i
I

I
j

|
1
h9\

聯
邦
準
備
金
銀
行
紙
锻
は
鈒
行
が
國
庫
：に
公

«

を
預
託
し
、之
を
保
證
ビ
す
る
の
點
に
於
て
，
 

聯
邦
，準
備
金
紙
幣
ビ
異
な
る
も
の
に
し
て
、準
備
金

#

行
は
每
年
相
合
し
て
、總
額
ニ
千
五
百
莴 

弗
を
限
度

V
J

し
て
、國
立
銀
行
ょ
り
公
偾
を
買
久
れ

_

立
鈒
行

‘

が
.國
立
銀
行
紙
幣
を
銷
却
す
る 

に
隨
て
、掌
備
金
銀
行
に
於
て
同
銀

.

行
紙
幣
を
發
行
す
可
し
。若
し
、
國
立
銀
行
の
寶
却
せ
ん
ビ 

す
る
公
債
の
高
が
ニ
千
五
百
萬
弗
女
趙
過
す
る

e

き
は
、聯
邦
準
備
金
肩
ば
準
備
金
銀
行
の
資 

本
金
積
立
金
を
標
準
ビ
し

‘

で
、超
過
額
を
各
龈
行
に

.

割
當
つ
可
く
、一
 

方
に
國
立
銀
行
が
公
債
を 

賣
却
し
な
が
ら
、之
に
對
す
る
紙

.
幣
を
囘
收
銷
却
す

^'
'

を
#

ざ
る
匕
き
に
は
^

债
を
買
收
し
れ 

る
準
備
金
銀
行
に
於
て
、國
立
銀
樣

_

幣
に
對
す
る
責
任
を
負
ぅ
，可
き
も
の
：

V
J

す
。假
に
準
備
金 

銀
行
が
年
額
ニ
千
五
亩
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